
 
 

令和２年４月１５日 

保健福祉局保健衛生課 

 

新型コロナウイルス感染症の本市の対応状況について 
 

１ 概要 

○ 昨年１２月に中華人民共和国湖北省武漢市に新型コロナウイルス 

感染症の患者が確認されてから、感染が国際的に拡大 

〇 １月３０日、世界保健機関（ＷＨＯ）が、新型コロナウイルス感染症

について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ）」

と宣言 

〇 ３月１２日、世界保健機関（ＷＨＯ）が、新型コロナウイルス感染症

について、「パンデミック（世界的大流行）とみなせる」と表明 

〇 ３月１４日、改正「新型インフルエンザ特別措置法」が施行 

〇 ４月７日、政府が、福岡県を含む７都府県を対象区域に「緊急事態宣

言」を発出 

 

２ 症状等 

〇 発熱やのどの痛み、咳が長引くこと（１週間前後）が多く、強いだるさ

（倦怠感）を訴える方が多いことが特徴 

〇 感染から発症までの潜伏期間は１日から１２．５日（多くは５日から６

日） 

〇 飛沫感染や接触感染により感染すると言われている 

 

３ 患者の発生状況  

（１）日本 

〇 感染者７，２５５名、うち死亡１０２名（４月１３日１２時現在） 

（福岡県全体３７３名、北九州市６５名、福岡市２１６名） 

   〇 致死率 約１.４％ 

（２）海外 別紙のとおり 
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新型コロナウイルス感染症の国の対応について 

 

日  付 内  容 

令和元年 

１２月以降 中華人民共和国湖北省武漢市において、原因不明の肺炎の患者が 

複数報告（海鮮市場（華南海鮮城）と関連した症例が多い） 
令和２年 

１月１６日 国内で初めて新型コロナウイルス関連肺炎患者が確認 

１月３０日 政府が対策本部を設置 

１月３１日 世界保健機関（WHO）が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態

（PHEIC）」に該当と発表 

１４日以内に湖北省への滞在歴がある外国人及び湖北省にて発行された

旅券を持つ外国人の入国を制限 

２月 １日 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令施行 

２月 ３日 横浜港に到着したクルーズ船の検疫を実施 
２月１２日 １４日以内に浙江省への滞在歴がある外国人及び浙江省にて発行された

旅券を持つ外国人の入国を制限 

２月１３日 新型コロナウイルス感染症を検疫法第３４条の感染症の種類として指定

する等の政令等の公布（①検疫法上の隔離・停留を可能とするための措置

を新たに講ずる、②無症状病原体保有者を入院措置・公費負担等の対象と

する） 

国内で初めての死亡患者の報告 
２月２４日 「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」開催 
２月２５日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」公表 

企業に対し、症状が見られる職員等への休暇取得の勧奨、テレワークや時

差出勤の推進、イベント等の開催の必要性を改めて検討するよう要請。 

２月２７日 全国の小中高・特別支援学校に 3 月 2 日から春休みまでの休校を要請 

３月６日 ＰＣＲ検査、公的医療保険適用開始 

３月９日 「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」開催 

「爆発的な感染状況には進んでおらず、一定程度持ちこたえている」「感染

者数は当面増加傾向、警戒を緩めることはできない」との現状認識を公表 

３月１０日 「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 第２弾」発表 

財政措置４，３０８億円、金融措置総額１．６兆円規模 

３月１４日 改正「新型インフルエンザ特別措置法」施行 

３月１８日 生活不安に対応するための追加的な緊急対応策を措置 

３月２８日 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を決定 

４月７日 
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を発出 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を改正 

４月１１日 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を再度改正 

3



新型コロナウイルス感染症の本市の対応について（令和 2年） 
 
日  付 内  容 

1 月 8 日 市民へ患者の発生に関する情報提供、注意喚起（市ホームページ、SNS） 

1 月 9 日 医療機関等へ情報提供・注意喚起①（院内感染対策の徹底等） 

1 月 20 日 医療機関等へ情報提供・注意喚起②（同上） 

1 月 27 日 「新型コロナウイルス関連肺炎に関する北九州市感染症対策連絡会」開催 

市医師会や市薬剤師会、市内 16 医療機関等と情報共有及び意見交換。 

1 月 29 日 医療機関等へ情報提供・注意喚起③（｢指定感染症と定める政令等の通知｣を追加） 

疑い患者の検査体制の整備を完了 

1 月 30 日 「北九州市新型コロナウイルス感染症警戒本部」設置 

2 月 1 日 新型コロナウイルス専用ダイヤル受付開始（24 時間外国語対応） 

2 月 7 日 「帰国者・接触者外来」の設置 

専用ダイヤルを「帰国者・接触者相談センター」に位置付け 

2 月 17 日 「北九州市新型コロナウイルス感染症対策本部」設置 

2 月 20 日 福岡県内（福岡市）で初めて新型コロナウイルス感染症患者を確認 

2 月 21 日 「北九州市のイベント開催に関する基本方針」策定 

2 月 25 日 「第 2 回新型コロナウイルス感染症に関する北九州市感染症対策連絡会」開催 

2 月 26 日 「北九州市のイベント開催に関する基本方針」を改訂 

2 月 27 日 市有施設の休館を決定（78 施設、2月 28 日～3月 10 日） 

2 月 28 日 市立学校の臨時休業を決定（3 月 2 日～24 日）。小学校での児童（小学校 1～3

年生）及び特別支援学校での児童の預かりを決定（3月 2日～6日） 

 放課後児童クラブ運営委員会向けに学校の臨時休業に関連する対応を要請 

 企業向けに、市長・商工会議所会頭の連名で、従業員の従事環境の整備及び雇用

調整助成金の特例の実施について要請 

3 月 1 日 本市初の新型コロナウイルス感染症患者を確認 

3 月 5 日 市備蓄マスクの配布（医療機関、高齢者施設、放課後児童クラブ、小学校等） 

 「北九州市のイベント開催に関する基本方針」を再改訂（～3 月 20 日） 

市有施設の休館を延長（～3 月 20 日） 

3 月 9 日 「新型コロナウイルスに関する事業者相談窓口」開設 

3 月 11 日 「第 7回北九州市新型コロナウイルス感染症対策会議」開催 

感染症対策本部の体制強化 

3 月 12 日 「第１回新型コロナウイルス感染症対策会議幹事会」開催 

3 月 20 日 
「第 8回北九州市新型コロナウイルス感染症対策会議」開催 

「イベント開催及び施設の休館について」の実施期間を当面の間に延長 

4 月 3 日 「第 9回北九州市新型コロナウイルス感染症対策会議」開催 

4 月 8 日 北九州市新型コロナウイルス感染症対策室設置 

4 月 9 日 「第 10 回北九州市新型コロナウイルス感染症対策会議」開催 

4 月 13 日 「（臨時）北九州市新型コロナウイルス感染症対策会議」開催 
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相談体制について 

 

 令和２年２月１日から新型コロナウイルス専用ダイヤルを

設置。（２月７日から「帰国者・接触者相談センター」に位置

付け） 

〇受付時間：２４時間（土日・祝日も対応） 

〇回線数 ：５回線（２月２１日から３回線増設） 

   なお、福岡県に「緊急事態宣言」が発出されたことに伴

い、市民や企業等からの多様化する問い合わせに対応する

ため、４月１５日に「北九州市新型コロナウイルス相談ナ

ビダイヤル」を開設した。（別紙参照） 

 

  ※専門ダイヤルは２月１日８時３０分から相談受付開始。 

日付 相談件数 

２月１日（土）～２９日（日） １，８０６  

３月１日（日）～３１日（火） ６，０１６  

４月１日（水）～１２日（日） ５，６７３  

合計 １３，４９５  
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報道各位 

令 和 ２ 年 ４ 月 14 日 

新型コロナウイルス感染症対策室 

 

 

「北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル」の設置について 
 

 本市では、市民からの新型コロナウイルスに関する相談について、保健福祉局において２４時

間対応の専用相談窓口を設置し受付を行っているところです。 

このたび、福岡県に「緊急事態宣言」が発出されたことに伴い、市民や企業等からの多様化

する問い合わせに対応するため、「北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル」を開設  

いたしますのでお知らせいたします。 
 

１ 北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル 

    ０５７０－０９３－５６７ （０５７０－北九州－コロナ） 

 

２ ナビダイヤル利用開始日 

   令和２年４月１５日（水）～ 

 

３ ナビダイヤルの概要 

    一つの専用電話番号で複数の部署への道案内をするサービス 

① 体調異変・感染疑いに関する内容 

② 企業・個人事業者向けの相談 

③ 小中学生に関すること 

④ 保育に関すること 

⑤ その他の相談 

という大分類から、個別の相談へ導くワンストップ相談窓口です。（詳細は別紙） 

    今後も、市民の問い合わせ内容の分析等を行い、分類の再検討や新たな問い合わせ  

誘導先の追加等を随時行っていく予定です。 

【問い合わせ先】 

新型コロナウイルス感染症対策室 

担当：辰本、永原 

℡：５８２－３６９０ 

参 考 
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検査体制について 

 

新型コロナウイルスの検査は、保健環境研究所のウイルス部

門の職員（6名）で対応している。 

保健環境研究所の検査対応能力は、1 日最大 24 検体であっ

たが、3月 9日より検査方法の効率化等を図り 1日最大４８検

体が可能となった。 

更に、今後の感染拡大に備え、3月に新たに検査機器（自動

核酸抽出装置）を導入し、1日最大９６検体の検査が可能とな

った。 

 

【検査状況】 

［本市が行ったＰＣＲ検査］ 

検査実施期間 検査件数 結  果 

1月 29日～2月 29日  ２０件 全て陰性 

3 月 1 日～3月 31 日 ３５０件 １４件陽性 
4 月 1 日～4月 13 日 ８１３件 ５１件陽性 

合  計 １,１８３件 ６５件陽性 

 ※上記以外に福岡県等の協力により６３６件検査を実施 

 

［患者発生に伴う検査］ 

対象者 検査件数 結  果 

1 例目の関係者等 １９７件 全て陰性 

12 例目の関係者等 ９２３件 １９件陽性 
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新型コロナウイルス感染症にかかる医療体制 

（令和２年３月９日～） 
 

 

 

 

 

■想定時点：市内で陽性患者発生～市内感染期の前まで 

※透析患者、妊婦など 

 

 

帰国者・接触者

外来 

＜3 月 9 日の週～＞ 

 成人 小児 

平日 
６病院 

（うち１病院は３月中旬～） 

２病院 

土曜 ２病院 １病院 

日祝 １病院 １病院 

入 院 

＜順 次＞ 

１３病院 

【うち、基礎疾患のある患者・その他特定の患者※】 

５病院 

〇現在の患者発生状況を踏まえ、市医師会や 16 の協力病院で 

下記の体制で対応することで合意（病院名は非公表） 

〇患者発生状況が変化し、新たな段階となった場合の体制は、 

改めて協力病院全体で検討・調整 
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１．患者発生状況 ２．年齢別

判明日 人数 年代 人数 割合

3月1日 1 10歳未満 2 3.1%

3月23日 1 １０代 3 4.6%

3月28日 1 ２０代 17 26.2%

3月30日 1 ３０代 13 20.0%

3月31日 10 ４０代 6 9.2%

4月1日 21 ５０代 10 15.4%

4月2日 7 ６０代 7 10.8%

4月3日 3 ７０代 2 3.1%

4月6日 4 ８０代 3 4.6%

4月7日 1 ９０代 2 3.1%

4月8日 4 合 計 65

4月9日 1

4月10日 1 ３．性別

4月11日 3 性別 人数 割合

4月12日 4 男性 29 44.6%

4月13日 2 女性 36 55.4%

合 計 65

４．入退院

入院 退院 調整中

49 14 2

市内における新型コロナウイルス感染症の感染状況等について
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